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知
っ
て
お
き
た
い
！
国
民
年
金
の
制
度

●
学
生
納
付
特
例
制
度
と
は　

　
学
生
納
付
特
例
は
、
申
請
日
か
ら
2
年

1
か
月
前
ま
で
の
在
学
期
間
を
遡
っ
て
申

請
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
年
度
ご
と
に
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

令
和
８
年
度
分
の
申
請
受
付
は
、
4
月

１
日
（
水
）
に
開
始
し
ま
す
（
20
歳
未
満
の

人
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か
ら
受
付
）。

対�

　
象
／
大
学
（
大
学
院
）・
短
大
・
高
等
専

門
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の
学

生
で
、
前
年
所
得
が
一
定
以
下
の
人

持�

ち
物
／
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の
、

身
分
証
明
書
、学
生
証
（
両
面
の
コ
ピ
ー
）

ま
た
は
在
学
期
間

が
分
か
る
在
学
証

明
書
（
原
本
）

※�

退
職
し
て
学
生
に

な
っ
た
場
合
は
、雇

１か月分 ６か月分 １年分 ２年分
毎月納付 1万7,920円 10万7,520円 21万5,040円 43万4,520円

前　納 − 10万6,650円 21万1,220円 41万8,510円

割引額 − 870円 3,820円 1万6,010円

令和８年度の納付書（現金等）による国民年金保険料納付額・割引額早見表

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
、雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状

と
代
理
人
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

提�

出
先
／
富
士
年
金
事
務
所
、
国
保
年
金

課　
国
民
年
金
担
当

⃝
令
和
７
年
度
に
承
認
を
受
け
て
い
る
人
は

日
本
年
金
機
構
か
ら
令
和
８
年
度
分
の

は
が
き
形
式
の
申
請
書
が
4
月
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

届
い
た
人
は
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
返
送
す
れ
ば
、
窓
口
で
手
続
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
10
年
以
内
な
ら
、
後
か
ら
納
め
ら
れ
ま
す

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、そ

の
期
間
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と（
追
納
）

で
受
給
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、経
過
期
間
に
応
じ
た
金
額
が
上

乗
せ
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　

ご
注
意
く
だ
さ
い

•�

審
査
結
果
は
、
申
請
し
て
か
ら
約
2

〜
３
か
月
後
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

通
知
さ
れ
ま
す
。
結
果
を
確
認
す
る

ま
で
、
申
請
期
間
に
該
当
す
る
納
付

書
は
使
わ
ず
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

�

•�

学
生
納
付
特
例
の
申
請
が
遅
れ
る
と
、

万
一
の
際
に
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を

受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

20歳以上の学生で国民年金保険料の納
付が困難な人は、「学生納付特例」を
申請し、承認を受けると、承認された
期間の保険料は納付が猶予されます。

学生納付
特例制度

◦令和９年度の国民年金保険料は、月額１万8,290円です。
◦�6か月前納は、前期（４～９月分）と後期（10月～令和９年３月分）です。
◦�申出により、任意の月から当年度末または翌年度末までの保険料を納付
書や口座振替、クレジットカードで前納することができます。

！

令和８年度の国民年金保険料は、
月額1万7,920円です。皆さんに、
保険料が割り引かれる「前納」制
度を紹介します。

前納制度

●「
前
納
」制
度
と
は

「
前
納
」制
度
と
は

前
納
用
の
納
付
書

前
納
用
の
納
付
書
を
使
っ
て
ま
と
め
て

前
払
い

前
払
い
す
る
こ
と
で
、
割
引
が
適
用
さ
れ

ま
す
ま
す
。
左
上
の
表
の
よ
う
に
、
前
納
期
間

が
長
い

が
長
い
ほ
ど
お
得
に
な
り
ま
す
！

●
前
納

●
前
納
方
法

6
か
月
前
納
及
び
1
年
前
納
は
、
4
月

上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」の
中
の

前
納
用
納
付
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

2
年
前
納
は
、
事
前
に
申
込
み
が
必
要
で

す
。
納
付
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
富
士
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※�

納
付
書
に
よ
る
前
納
は
、４
月
30
日（
木
）

ま
で
に
、
保
険
料
を
納
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
（
6
か
月
前
納
の
後
期
は
11

月
２
日（
月
）ま
で
）。

※�

通
常
の
納
付
書
で
ま
と
め
て
前
払
い
を

し
て
も
割
引
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
ず
前
納

用
の
納
付
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

１
枚
の
納
付
書
の
金
額
が
30
万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
の
支
払
い
や
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
に
よ
る
電
子
決
済
が
で
き
ま
せ
ん
。
金

融
機
関
の
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。▲保険料の

前納

問合せ／富士年金事務所　富士市横割３-５-33　  ☎0545-61-1900

　

　　　　国保年金課 国民年金担当（市役所３階）  ☎0545-55-2755　0545-51-2521　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Eho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp


